
 

一 

◎
国
の
責
任
あ
る
財
政
運
営
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
六
十
九
条 
〔
略
〕 

② 

内
閣
は
、
国
会
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す

る
た
め
、
両
議
院
の
議
長
の
承
認
を
得
て
、
人
事
院
総
裁
、
内
閣
法
制
局
長

官
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
、
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
、
財
政
検
証

委
員
会
委
員
長
及
び
公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長
を
政
府
特
別
補
佐
人
と
し

て
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
六
十
九
条 

〔
略
〕 

② 

内
閣
は
、
国
会
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
補
佐
す

る
た
め
、
両
議
院
の
議
長
の
承
認
を
得
て
、
人
事
院
総
裁
、
内
閣
法
制
局
長

官
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
、
原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長
及
び
公
害
等

調
整
委
員
会
委
員
長
を
政
府
特
別
補
佐
人
と
し
て
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会

に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 



  

二 

○
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
国
家
公
務
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員
」

と
い
う
。
）
の
受
け
る
給
与
及
び
公
務
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
補
償
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

一
～
十
四 

〔
略
〕 

 

十
四
の
二 

財
政
検
証
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員 

 

十
五
～
五
十
三 

〔
略
〕 

 

五
十
四 

公
会
計
基
準
審
議
会
の
委
員 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

 

官
職
名 

俸
給
月
額 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

大
臣
政
務
官 

財
政
検
証
委
員
会
委
員
長 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

財
政
検
証
委
員
会
委
員 

公
害
等
調
整
委
員
会
の
常
勤
の

委
員 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
次
に
掲
げ
る
国
家
公
務
員
（
以
下
「
特
別
職
の
職
員
」

と
い
う
。
）
の
受
け
る
給
与
及
び
公
務
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
補
償
に
つ
い
て

定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

一
～
十
四 

〔
略
〕 

 

〔
新
設
〕 

 

十
五
～
五
十
三 

〔
略
〕 

 

五
十
四 

削
除 

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
） 

官
職
名 

俸
給
月
額 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

大
臣
政
務
官 

 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 
公
害
等
調
整
委
員
会
の
常
勤
の
委

員 〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 

 
 



 

三 

○
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）（
附
則
第
八
条
関
係
） 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
主
務
省
令
） 

第
十
二
条 

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
当
該
手
続
等
に
つ
い
て
規
定

す
る
法
令
（
会
計
検
査
院
規
則
、
人
事
院
規
則
、
公
正
取
引
委
員
会
規
則
、

国
家
公
安
委
員
会
規
則
、
財
政
検
証
委
員
会
規
則
、
公
害
等
調
整
委
員
会
規

則
、
公
安
審
査
委
員
会
規
則
、
中
央
労
働
委
員
会
規
則
、
運
輸
安
全
委
員
会

規
則
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
を
除
く
。
）
を
所
管
す
る
内
閣
府
又
は
各

省
の
内
閣
府
令
又
は
省
令
と
す
る
。
た
だ
し
、
会
計
検
査
院
、
人
事
院
、
公

正
取
引
委
員
会
、
国
家
公
安
委
員
会
、
財
政
検
証
委
員
会
、
公
害
等
調
整
委

員
会
、
公
安
審
査
委
員
会
、
中
央
労
働
委
員
会
、
運
輸
安
全
委
員
会
又
は
原

子
力
規
制
委
員
会
の
所
管
に
係
る
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
会
計
検

査
院
規
則
、
人
事
院
規
則
、
公
正
取
引
委
員
会
規
則
、
国
家
公
安
委
員
会
規

則
、
財
政
検
証
委
員
会
規
則
、
公
害
等
調
整
委
員
会
規
則
、
公
安
審
査
委
員

会
規
則
、
中
央
労
働
委
員
会
規
則
、
運
輸
安
全
委
員
会
規
則
又
は
原
子
力
規

制
委
員
会
規
則
と
す
る
。 

 

 

（
主
務
省
令
） 

第
十
二
条 

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
当
該
手
続
等
に
つ
い
て
規
定

す
る
法
令
（
会
計
検
査
院
規
則
、
人
事
院
規
則
、
公
正
取
引
委
員
会
規
則
、

国
家
公
安
委
員
会
規
則
、
公
害
等
調
整
委
員
会
規
則
、
公
安
審
査
委
員
会
規

則
、
中
央
労
働
委
員
会
規
則
、
運
輸
安
全
委
員
会
規
則
及
び
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
を
除
く
。
）
を
所
管
す
る
内
閣
府
又
は
各
省
の
内
閣
府
令
又
は
省
令

と
す
る
。
た
だ
し
、
会
計
検
査
院
、
人
事
院
、
公
正
取
引
委
員
会
、
国
家
公

安
委
員
会
、
公
害
等
調
整
委
員
会
、
公
安
審
査
委
員
会
、
中
央
労
働
委
員
会
、

運
輸
安
全
委
員
会
又
は
原
子
力
規
制
委
員
会
の
所
管
に
係
る
手
続
等
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
会
計
検
査
院
規
則
、
人
事
院
規
則
、
公
正
取
引
委
員
会
規

則
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
、
公
害
等
調
整
委
員
会
規
則
、
公
安
審
査
委
員

会
規
則
、
中
央
労
働
委
員
会
規
則
、
運
輸
安
全
委
員
会
規
則
又
は
原
子
力
規

制
委
員
会
規
則
と
す
る
。 

 
 



  

四 

○
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 
 

第
七
節 

財
務
情
報
の
開
示 

 

第
十
九
条 

特
別
会
計
に
関
す
る
財
務
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
国
の
責
任

あ
る
財
政
運
営
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第 
 

 

号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

      

第
二
十
条 

削
除 

 
 

 
 

第
七
節 

財
務
情
報
の
開
示 

 

（
企
業
会
計
の
慣
行
を
参
考
と
し
た
書
類
） 

第
十
九
条 

所
管
大
臣
は
、
毎
会
計
年
度
、
そ
の
管
理
す
る
特
別
会
計
に
つ
い

て
、
資
産
及
び
負
債
の
状
況
そ
の
他
の
決
算
に
関
す
る
財
務
情
報
を
開
示
す

る
た
め
の
書
類
を
企
業
会
計
の
慣
行
を
参
考
と
し
て
作
成
し
、
財
務
大
臣
に

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

内
閣
は
、
前
項
の
書
類
を
会
計
検
査
院
の
検
査
を
経
て
国
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
書
類
の
作
成
方
法
そ
の
他
同
項
の
書
類
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
財
務
情
報
の
開
示
） 

第
二
十
条 

所
管
大
臣
は
、
そ
の
管
理
す
る
特
別
会
計
に
つ
い
て
、
前
条
第
一

項
の
書
類
に
記
載
さ
れ
た
情
報
そ
の
他
特
別
会
計
の
財
務
に
関
す
る
状
況
を

適
切
に
示
す
情
報
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 



 

五 

○
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
第
五
十
三
号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
国
民
経
済
計
算
） 

第
六
条 

財
政
検
証
委
員
会
は
、
国
際
連
合
の
定
め
る
国
民
経
済
計
算
の
体
系

に
関
す
る
基
準
に
準
拠
し
、
国
民
経
済
計
算
の
作
成
基
準
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
単
に
「
作
成
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
毎
年
少

な
く
と
も
一
回
、
国
民
経
済
計
算
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

財
政
検
証
委
員
会
は
、
作
成
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
統
計
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

３ 

財
政
検
証
委
員
会
は
、
作
成
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

 

（
国
民
経
済
計
算
） 

第
六
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
際
連
合
の
定
め
る
国
民
経
済
計
算
の
体
系
に

関
す
る
基
準
に
準
拠
し
、
国
民
経
済
計
算
の
作
成
基
準
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
単
に
「
作
成
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
毎
年
少
な

く
と
も
一
回
、
国
民
経
済
計
算
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
作
成
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
統
計
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
作
成
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 
 



  

六 

○
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第 

 
 

号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
） 

第
二
十
九
条 

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
中
「
財
政
検
証
委
員
会
規
則
」
の
下
に
「
、
特
定
個
人
情
報
保

護
委
員
会
規
則
」
を
加
え
、
「
国
家
公
安
委
員
会
、
財
政
検
証
委
員
会
」
を
「
国

家
公
安
委
員
会
、
財
政
検
証
委
員
会
、
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
に
改

め
る
。 

 
 

〔
略
〕 

 

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
十
四
条 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

〔
略
〕 

 
 

第
四
条
第
三
項
第
五
十
九
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五
十
九
の
三 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
事
務 

 
 

第
十
六
条
第
二
項
中
「
財
政
検
証
委
員
会
」
の
下
に
「
、
特
定
個
人
情
報

保
護
委
員
会
」
を
加
え
る
。 

 

（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
） 

第
二
十
九
条 

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
中
「
国
家
公
安
委
員
会
規
則
」
の
下
に
「
、
特
定
個
人
情
報
保

護
委
員
会
規
則
」
を
加
え
、
「
公
正
取
引
委
員
会
、
国
家
公
安
委
員
会
」
を
「
公

正
取
引
委
員
会
、
国
家
公
安
委
員
会
、
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
に
改

め
る
。 

 
 

〔
略
〕 

 

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
十
四
条 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

〔
略
〕 

 
 

第
四
条
第
三
項
第
五
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五
十
九
の
二 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
事
務 

 
 

第
十
六
条
第
二
項
中
「
大
臣
委
員
会
等
」
の
下
に
「
、
特
定
個
人
情
報
保

護
委
員
会
」
を
加
え
る
。 



 

七 

 
 

第
六
十
四
条
の
表
財
政
検
証
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

〔
略
〕 

 

 
 

第
六
十
四
条
の
表
国
家
公
安
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

〔
略
〕 

 
 



  

八 

○
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達

成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

削
除 

 

二
～
四 

〔
略
〕 

 

五
及
び
六 

削
除 

    

六
の
二
～
五
十
九 

〔
略
〕 

 

五
十
九
の
二 

国
の
責
任
あ
る
財
政
運
営
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務 

 

（
内
閣
府
審
議
官
） 

第
十
六
条 

〔
略
〕 

２ 

内
閣
府
審
議
官
は
、
命
を
受
け
、
内
閣
府
（
宮
内
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
、

大
臣
委
員
会
等
、
財
政
検
証
委
員
会
、
金
融
庁
及
び
消
費
者
庁
を
除
く
。
）

の
所
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
政
策
に
関
す
る
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。 

 

（
所
掌
事
務
） 

第
四
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達

成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

一 

内
外
の
経
済
動
向
の
分
析
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
～
四 

〔
略
〕 

 

五 

経
済
活
動
及
び
社
会
活
動
に
つ
い
て
の
経
済
理
論
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
理
論
を
用
い
た
研
究
（
大
学
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
に
お
け
る
も
の

を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

国
民
経
済
計
算
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六
の
二
～
五
十
九 

〔
略
〕 

 

〔
新
設
〕 

  
（
内
閣
府
審
議
官
） 

第
十
六
条 

〔
略
〕 

２ 

内
閣
府
審
議
官
は
、
命
を
受
け
、
内
閣
府
（
宮
内
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
、

大
臣
委
員
会
等
、
金
融
庁
及
び
消
費
者
庁
を
除
く
。
）
の
所
掌
事
務
に
係
る
重

要
な
政
策
に
関
す
る
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。 



 

九 

 
（
内
閣
府
に
置
か
れ
る
委
員
会
及
び
庁
） 

第
六
十
四
条 

別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
府
に
置
か
れ
る
委
員

会
及
び
庁
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
こ
の
法
律
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含

む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

国
家
公
安
委
員
会 

警
察
法 

財
政
検
証
委
員
会 
国
の
責
任
あ
る
財
政
運
営
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

 

 

（
内
閣
府
に
置
か
れ
る
委
員
会
及
び
庁
） 

第
六
十
四
条 

別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
府
に
置
か
れ
る
委
員

会
及
び
庁
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
こ
の
法
律
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含

む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

国
家
公
安
委
員
会 

警
察
法 

〔
略
〕 

〔
略
〕 

   

 
 

 


